
   津市民間保育所等施設整備費補助金交付要綱 

 

平成３０年３月３０日訓第２２号 

 

 改正 令和２年３月３１日訓第２４号 

    令和５年９月２９日訓第５１号 

令和６年３月２８日訓第１９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人等が本市の区域内において保育所等の施設

整備を促進することにより、児童の福祉の向上を図るため、津市補助金等交

付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に基

づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、社会福祉法人及び学校法

人をいう。 

２ この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条

第６項に規定する認定こども園及び児童福祉法第６条の３第１０項又は第１

３項に規定する事業を行う施設をいう。 

（名称） 

第３条 第１条の補助金は、「民間保育所等施設整備費補助金」（以下「補助

金」という。）と称する。 

 （補助事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、交付

の目的、交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）、交付限

度額及び交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、別表のと

おりとし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。 

（交付申請の期限） 

第５条 規則第３条第１項の別に定める期日は、補助事業に対する国の交付金

の交付に関する通知を受領した日から起算して３０日を経過する日とする。 

（添付書類） 



第６条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書

類とする。 

⑴ 保育所等の施設整備に係る計画書 

⑵ 保育所等の施設整備に係る見積書及び設計図書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（実績の報告） 

第７条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

保育所等の施設整備が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助

金の交付決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに次に掲げ

る書類を添えて、これを行わなければならない。 

⑴ 施設整備完了時の写真 

⑵ 施設整備に要した費用の領収書等の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日訓第２４号） 

 この訓は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年９月２９日訓第５１号） 

 この訓は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日訓第１９号） 

 この訓は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第４条関係） 

補助事業 交付の目的 交付対象経費 交付限度額 交付対象者 

安心こども基金保育所等基 

盤整備事業（平成２０年度 

子育て支援対策臨時特例交 

付金（安心こども基金）の 

運営について（平成２１年 

３月５日２０文科初第１２ 

７９号・雇児発第０３０５ 

００５号）別紙に定める安 

心こども基金管理運営要領 

（以下「安心こども基金管 

理運営要領」という。）別 

添１保育所緊急整備事業及 

び別添８認定こども園整備 

事業の対象となる事業をい 

う。） 

保育所等の施 

設整備を促進 

し、待機児童 

の解消を図る。 

安心こども基金 

管理運営要領に 

定める補助事業 

に係る経費 

次に掲げる額の合算額 

⑴ 三重県の安心こども基金保育基盤整 

備事業補助金（保育所等整備事業等） 

交付要領（平成２１年４月１日施行） 

の規定により算出された補助事業に係 

る県補助金の額 

⑵ 安心こども基金管理運営要領の規定 

により算出された補助事業に係る市補 

助金の額 

⑶ 交付対象経費から安心こども基金管 

理運営要領に定める補助基準額に３分 

の４を乗じて得た額を控除した額に２ 

０分の３を乗じて得た額を２で除して 

得た額 

本市の区域内に 

おいて保育所等 

の施設整備を実 

施する社会福祉 

法人等 

保育所等整備事業（就学前

教育・保育施設整備交付金

交付要綱（児童福祉法第５

６条の４の３の規定により

国において定める要綱をい

 就学前教育・保

育施設整備交付

金交付要綱に定

める補助事業に

係る経費 

次に掲げる額の合算額 

⑴ 就学前教育・保育施設整備交付金交

付要綱の規定により算出された補助事

業に係る国交付金の額 

⑵ 就学前教育・保育施設整備交付金交



う。以下同じ。）に定める

施設整備の対象となる事業

をいう。） 

付要綱の規定により算出された補助事

業に係る市補助金の額 

 

子ども・子育て支援整備事

業（子ども・子育て支援整

備交付金の交付について

（平成２７年７月１３日府

子本第２０２号）別紙に定

める子ども・子育て支援整

備交付金交付要綱（以下

「子ども・子育て支援整備

交 付 金 交 付 要 綱 」 と い

う。）に定める施設整備の

対象となる事業をいう。 

病児保育事業

を行う施設の

整 備 を 促 進

し、病児保育

事業の推進を

図る。 

子ども・子育て

支援整備交付金

交付要綱に定め

る補助事業に係

る経費 

次に掲げる額の合算額 

⑴ 三重県病児保育施設整備費交付要領

（平成２８年１２月１９日施行）の規

定により算出された補助事業に係る県

交付金の額 

⑵ 子ども・子育て支援整備交付金交付

要綱の規定により算出された補助事業

に係る市補助金の額 

本市の区域内に

おいて病児保育

事業を行う施設

の整備を実施す

る社会福祉法人

等 

 


